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１【提出理由】

　2026年6月18日開催の当社第188回定時株主総会(以下「本総会」といいます。)において、決議事項が決議されました

ので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、

本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年6月18日

 

(2）当該決議事項の内容

第1号議案　剰余金処分の件

 

第2号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

　取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、嶋田泰夫、久須勇介、上田靖、遠藤典子、鶴由貴、小林充

佳、宮原幸一郎、島谷能成、荒木直也、福井康樹及び増田睦子の11名を選任する。

 

第3号議案　監査等委員である取締役3名選任の件

　監査等委員である取締役として、橋本一範、髙橋裕子及び甲斐行夫の3名を選任する。

 

第4号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

　補欠の監査等委員である取締役として、鶴由貴を選任する。

 

第5号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

 

第6号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度改定の件

 

第7号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件
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(3) 本総会の決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

　要件並びに当該決議の結果

議案
議決権の数

決議の結果
(賛成の割合)

(ご参考)
事前行使分に
おける賛成率賛成(個) 反対(個) 棄権(個)

第1号議案 1,698,965 3,809 482 可決(97.45％) 99.70％

第2号議案      

嶋田　泰夫 1,595,661 102,265 5,388 可決(91.53％) 92.81％

久須　勇介 1,644,441 58,399 482 可決(94.32％) 96.06％

上田　　靖 1,693,317 9,528 482 可決(97.13％) 99.33％

遠藤　典子 1,655,527 47,318 482 可決(94.96％) 96.80％

鶴　　由貴 1,657,040 45,805 482 可決(95.05％) 96.91％

小林　充佳 1,655,839 47,006 482 可決(94.98％) 96.83％

宮原　幸一郎 1,693,331 9,514 482 可決(97.13％) 99.33％

島谷　能成 1,653,373 49,472 482 可決(94.84％) 96.66％

荒木　直也 1,654,358 48,487 482 可決(94.89％) 96.73％

福井　康樹 1,693,002 9,843 482 可決(97.11％) 99.30％

増田　睦子 1,696,590 6,257 482 可決(97.31％) 99.54％

第3号議案      

橋本　一範 1,618,294 84,483 482 可決(92.82％) 94.32％

髙橋　裕子 1,655,301 47,489 482 可決(94.95％) 96.79％

甲斐　行夫 1,696,567 6,224 482 可決(97.31％) 99.54％

第4号議案 1,696,001 6,741 482 可決(97.28％) 99.50％

第5号議案 1,690,953 11,672 675 可決(96.99％) 99.17％

第6号議案 1,686,666 16,152 482 可決(96.75％) 98.88％

第7号議案 1,690,488 12,143 675 可決(96.96％) 99.14％

(注)各議案の可決要件は、次のとおりです。

　　　第1号議案、第5号議案、第6号議案及び第7号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

　　　第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株

主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

 

(4) (3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分及び当日出席分のうち、各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより

可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席分のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで

きていない一部の議決権数は加算しておりません。

 

以　上
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